
特定の機能を有する薬局の認定

患者のための薬局ビジョンの「かかりつけ薬剤師・薬局機能」に対応

地域連携薬局の連携イメージ（厚生労働省作成資料より）

高齢化が進展し、住み慣れた地域で安心して
暮らしていくために、医薬品の使用等に関し
て、薬局や薬剤師のより一層のサポートが求
められている。



 法：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

 令：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令

 規則：医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則

 国通知：令和３年１月29日付け薬生発0129第６号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知「医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について（認定薬局関係）」

 国Ｑ＆Ａ：令和３年１月29日付け厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡「地域連携薬局及び専門医療機関
連携薬局の認定基準に関するＱ＆Ａについて」（令和５年３月31日一部改正）
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